
あいち電子申請・届出システムの使い方（②申請書の提出編） 
 
（１）検索エンジン（Google 等）・URL・各種手続き QR コードから、手続きを検索します。 

⡈⡉⡊⡋⡌⡍⡎⡏豊田市 あいち電子申請・届出システム 〇〇〇〇（手続き名） 

（２）検索結果から該当の手続きを探し、クリックします。 
（３）申請のページが表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）手続き名の下部にある①「新規登録またはログインして申請」②「アカウント登録せ

ずにメールで申請」のどちらかをクリックします。 
（申請により（３）のように、「新規登録またはログインして申請」のみの場合もあります。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



①Graffer アカウントを利用する方   ②Greffer アカウントを利用しない方 
メリット︓申請履歴等の確認可      メリット︓登録不要で申請可 

  
 
  →アカウントをお持ちの方４－A へ    →４－C へ 

持っていない方４－B へ         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４－A） アカウントをお持ちの方・Graffer アカウントを登録済みの方↓  
メールアドレス、Google、LINE のいずれか任意の方法（登録済の方法）でログインしてく
ださい。※今回は「メールアドレスでログイン」を選択します。 
ご自身で登録したメールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ ログイン後（５）へ 

新規登録またはログインして申請 アカウント登録せずにメールで申請 

４－A へ 

４－B へ 



（４－B）Graffer アカウントをお持ちでない方、新規アカウント登録をする方 
→①アカウント登録編を参考に新規アカウント登録をしてください。 
→登録完了後（５）へ 

 
（４－C）アカウント登録せずにメールで申請をする方 

①「アカウント登録をせずにメールで申請」をクリックし、手続きを行うために利用する、
任意のメールアドレスを入力してください。（メールアドレスから申請用ページの URL（リ
ンク）が送られます。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②入力したメールアドレスのボックスを開き、URL から申請用のページを開きます。 
※メールが届かない場合には、①で入力したメールアドレスが間違っていないか、または
迷惑メールに入っていないかを確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（５）申請の画面が表示されます。 
 利用規約を確認し、「同意する」にチェックの上、「申請に進む」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）項目に沿って入力を進めてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アカウント登録を
していれば一時保
存ができます。 

添付書類が必要な申請の場合は「ファイルを選択」クリックすると、書類を添付すること
ができます。（最大１０MB）※必須項目が入力されていないと画面上にエラーがでます。 



（７）最後まで進むと申請内容の確認画面が表示されます。 
修正があれば、「編集」をクリックし、正しい内容に修正し、申請内容に間違いがなけれ

ば、ページ下部「この内容で申請する」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）「申請が完了しました」という画面が表示されれば申請完了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（９）申請した内容を確認する場合は、登録したメールアドレスに届いた URL か、画面の
「申請内容はこちら（申請詳細）」から確認できます。 
 


